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処分の概要 手数料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
聖籠町造林補助金交付申請事務代行手数料条例 第2条第1項 

例 規 番 号 昭和41年 条例第10号 

【根拠条文】 

第二条  第一条第一項の事務の代行を依頼した者は、造林補助金交付申請事務代行手数料(以下

「手数料」という。)を納付しなければならない。 
2  前項の手数料は、補助金額の一割とする。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
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